
（2026.4.24） 

（一社）福井県商工会議所連合会 

 
 

補助対象者 

以下、全てに該当する方 

・福井県内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者であること。 

・「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること。 

・付加価値を高めるための事業計画を商工会議所と一体となって作成しているこ

と。 

補助対象事業 

生産性向上や省力化に資する設備投資に関する取り組み 
（例）・作業時間短縮による省力化を目的とした自動包装機 

   ・業務の属人化解消を図るための顧客管理システム 

・予約・会計業務を効率化するためのセルフレジ 

補助対象経費 

機械装置・システム構築費 

機械装置、器具、備品、ソフトウェア、情報システム等の購入、製造、改良、据付、修繕又は

借用等に要する経費 

設備投資にあわせて必要な 建物費/技術導入費/専門家経費/運搬費 

（注）補助対象経費については交付要領の別表 1 を必ずご確認ください 

補助率・ 

補助上限額 

補助率 補助上限額 対象要件 

２／３ 

１，０００万円 

製造業１，５００万円 

(下限：５００万円) 

・従業員を５人以上雇用 

・付加価値額を年率７．５％以上増加 

・一人当たりの平均給与支給額を前年

同期間（２ヶ月間）と比較して年率 8.0％

以上増加 

申請期間 令和８年４月２４日(金) ～ ６月５日(金) 

事業期間 令和８年４月２４日(金) ～ １２月３１日（木）  

前回からの 

主な変更点 

・国際情勢不安に伴うエネルギー・資源価格等の影響を受けるまたは受け

る見込みがあり、補助事業がその低減に資する場合については、採択審査

の際に加点される。 

・申請および審査における「企業活動の分析」を「企業課題の認識」に置き

換えることにより、計画の実効性を重視する。 

中小企業設備投資補助金 
生産性向上や省力化等に資する設備投資を行い、 

従業員の賃上げや、適正な価格転嫁に取り組む事業者を支援します。 



（2026.4.24） 

提出書類 

（１）交付申請書  （様式第１） 

（２）事業計画書  （別紙１） 

（３）宣誓書（県広報への協力、発注者目線事例の提出） （別紙２） 
※補助率の引上げを希望する方のみ 

（４）収支予算書  （別紙３）  

（５）パートナーシップ構築宣言の登録がわかる画面の写し 

（６）県税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書  

（７）地方消費税の納税証明書  

（法人：その３の３  個人：その３の２） 

（８）決算関係書類 
【法人の場合】  直近一期分の決算書資料（損益計算書、貸借対照表）  

※損益計算書が「販売費及び一般管理費の内訳書」「製造原

価報告書」に分かれている場合はあわせてご提出ください。 

【個人の場合】  直近の確定申告書（第一表、第二表） 

および収支内訳書（１・２面） 

または所得税青色申告決算書（１～４面）の写し 

（９）【本社が県外で県内に事務所がある事業者の場合】  

支店登記されている現在事項全部証明書  

（１０）雇用保険が掛けられている従業員数を示す書類（従業員リス 

ト、賃金台帳など。） 

（１１）商工会議所または商工会からの確認書  

提出方法 

申請期間中に「郵送」にて提出してください（当日消印有効） 
・書留やレターパックなど配達記録が残る方法でご郵送ください。 

・各地商工会議所の窓口に直接持参・提出することはできません。 

・提出書類はＡ４サイズ縦、片面印刷で統一してください。 

・各申請書はホッチキスどめせずに封入してください。 

提 出 先 
〒918-8799 福井南郵便局留め  福井市西木田 2-8-1 

福井商工会議所補助金事務局 行 

採択結果 審査会を経て７月中旬ごろに採択結果を各申請者に通知します 

注 意 点 

提出書類に不備がある場合は審査対象外となります。 

お近くの商工会議所にて必ずご相談・ご確認いただいたうえで申請をしてくださ

い。 

相談窓口 

福井商工会議所 ℡：0776-33-8283   敦賀商工会議所 ℡：0770-22-2611 

武生商工会議所 ℡：0778-23-2020   大野商工会議所 ℡：0779-66-1230 

勝山商工会議所 ℡：0779-88-0463   小浜商工会議所 ℡：0770-52-1040 

鯖江商工会議所 ℡：0778-51-2800 

＜中小企業設備投資補助金事務局＞ 

福井県商工会議所連合会（福井商工会議所内） 

電話：0776-33-8283 メール：keiei@fcci.or.jp 
（要領・申請様式はこちら↑） 


